
国土交通省による国民の請願権を侵害する違法な圧力の存在を認め、５２８万円の損害賠

償を命ずる逆転高裁判決

１ 事件の概要

今日、東京高裁（第１１民事部 野山宏、橋本英史、吉田彩）で、私たちの事務所で担当

していた国土交通省に対する国賠訴訟で、一審が時効成立を理由に請求を棄却していた事

件で、逆転勝訴判決（５２８万円の損害賠償の支払いを命ずる）を受けることができました。

この事件は、港湾関係の公共事業等に携わる株式会社地域開発研究所（英語名 Regional

Development Consultants CO．Ltd．。以下「RDC」という。）の創業者で，代表取締役であ

った一審原告島崎武雄さんが，国と公益法人との間の違法・不当な随意契約の廃止を求める

政治活動に協力し，また、東京湾第二海堡の保存を求める請願活動に関わったところ，国土

交通省の港湾局や河川局、同省の関東地方整備局に所属する職員らにより，港湾関係の公益

法人に対して RDC への発注を停止するよう求めるお触れを回され，RDCの役員に対して原告

を役員から退任させるよう迫られたことで，原告が RDC の代表取締役と取締役を順次辞任

させられ，RDCとの関係を断絶することを余儀なくされたとして被告に対し，国家賠償法１

条１項に基づ」いて損害賠償を求めた事件です。

加害行為の全体像は事件当初には明らかでなく、随意契約の廃止を求める活動に起因す

る国による加害行為は本省が、第二東京湾第二海堡の保存を求める請願活動に起因する国

による加害行為は関東地方整備局が、主導したことは原告の提訴直前の調査活動によって

明らかになったものです。この点は時効の成否に関する重要な事実関係となりました。

２ 高裁判決の内容

一審判決は、原告主張の事実関係を概ね認めましたが、事件当初に加害者を知ることがで

きたとして、消滅時効を認めて、請求を棄却しました。

これに対して、本日言い渡された東京高裁の判決は、２つの加害行為を詳細に認定し、国

と公益法人との間の違法・不当な随意契約の廃止を求める政治活動に関する圧力の存在も

認めましたが、これはもっぱら RDC 社という法人に対する圧力であったとして、原告個人の

請求は認めませんでした。

しかし、第二海堡保存の運動に関する圧力は、関東地方整備事務所幹部による「島崎の辞

表をもってこい」という、原告個人に対する圧力であり、原告に対する違法行為であること

を認めました。

３ 消滅時効は、具体的な加害行為の行為者が、どの部局のどのような役職者であるかを知

ったときから進行する

そして、消滅時効については、提訴の直前に弁護士の指示のもと、関係者にインタビュー

した段階で始めて加害行為の全貌がわかったものであり、事件当初の認識にもとづいて、訴

状を作成したとしても、公務員の行為について具体的な主張ができず、実効性のある訴訟活

動はできなかったとし、加害者を知った時期は提訴の直前に関係者に対するインタビュー

を行った時期であると認め、国の消滅事故の主張を斥けました。

４ 原告の憲法上の請願権の侵害が認められた

公益法人問題や海堡問題をめぐる原告の活動に対して、国土交通省の職員が加えた圧力

は、「何人も請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないという日本国憲法１６条の保障

を無視したもので、国には国賠法上の責任があると判断しました。



この事件は、①国土交通省が自らの進める施策に抵抗するものに違法な圧力を加えてい

る実態をあきらかにしたこと、②時効の起算点について、原告の請求を広く認める見解をと

ることをあきらかにしたこと、③憲法上の請願権侵害を正面から認められた点で、画期的な

判決であると考えます。


